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（概要）

本訓令は、北海道警察本部及び警察署の留置施設の適正な管理運営及び被留置者の適正

な処遇を行うために、

○総則

○留置に関すること

○看守に関すること

○処遇に関すること

○外部交通等に関すること

○保安に関すること

○不服申し立てに関すること

○釈放等に関すること

等について定めたものである。


